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令和８年２月１３日

陸前高田市

脱炭素先行地域事業マネジメント支援事業者選定

公募型プロポーザル実施要領

※ 本公募は、陸前高田市議会の議決による令和８年度当初予算の成立後、速やかに事業を開始する

ことができるようにするため、予算成立前の準備行為として募集の手続きを行うものである。

このため、当初予算が成立した場合は、本公募型プロポーザル方式により特定した事業者と契約

を行うこととするが、予算が成立しなかった場合には、契約を行うことができないため、十分に留

意の上参加すること。

本要領は、陸前高田市が脱炭素先行地域計画を実施するにあたり、専門的な知識や技術、経験を生か

し、本市と密に連携して計画の推進等を行うことができる事業マネジメント支援事業者を、公募型プロ

ポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するため、必要な事項を定めるものである。

１ 業務概要

⑴ 業務名

脱炭素先行地域事業マネジメント支援業務

⑵ 履行場所

陸前高田市内

⑶ 業務内容

ア 脱炭素先行地域計画の進捗管理及び総合調整

イ 関連事業の事業計画等に係る妥当性の評価支援

ウ 関連事業の会議運営及び議事録の作成

エ 国等への報告資料等の作成支援

オ 地域脱炭素に関連する知見や情報の提供

⑷ 履行期間

契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで

⑸ 予算額

委託料の上限は、６，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。

２ プロポーザルの目的

国が「2030 年度に温室効果ガスを 2013 年度比 46％削減、2050 年までに脱炭素社会の実現」を宣言

し、令和３年６月に地域脱炭素ロードマップを示したことを受け、本市においても、脱炭素を通じて

地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させるまちづくりを推進するため、第５回脱炭素先行地域

への選定に向けて応募し、令和６年９月に選定され、令和７年度から事業を推進しているところであ

る。

本プロポーザルは、脱炭素先行地域計画を確実かつ適切に実施するため、本市と密に連携し、本市
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が行う事業マネジメントの支援を行うことができる事業者を選定することを目的とする。

３ 事業者選定方針

⑴ 本プロポーザルは、公募型プロポーザル方式にて、本要領により脱炭素先行地域事業マネジメン

ト支援業務を委託するもの（以下、「委託業者」という。）を選定する。

⑵ 委託業者の選定にあたっては、脱炭素先行地域事業マネジメント支援事業者選定委員会（以下、

「選定委員会」という。）において審査を行う。

⑶ 選定委員会は、参加希望者が提出した参加表明書、業務提案資料、参考見積書、プレゼンテーシ

ョンの内容を審査し、本件業務の受託候補者としてふさわしい者を１者選定する。

⑷ 選定された受託候補者を随意契約の相手方として見積書徴取を行い、予定価格の範囲内での入札

価格が提出された場合に契約の相手方とする。

４ プロポーザルの概要

⑴ プロポーザル実施スケジュール（予定）

⑵ 担当部署

陸前高田市企画部脱炭素推進室脱炭素推進係

住所 ：〒０２９－２２９２ 岩手県陸前高田市高田町字下和野１００番地

電話 ：０１９２－５４－２１１１（内線３４１）

⑶ 参加資格要件

下記の要件全てに該当する場合のみ、本プロポーザルに参加することができる。

ア 法人又は法人を核にした共同企業体（以下「共同企業体」という）による提案であること。

イ 岩手県内に法人又は法人を核にした共同企業体の構成企業の代表者の本店又は支店・営業所

等があること。

ウ 法人又は法人を核にした共同企業体の構成企業が、本プロポーザル公示日から起算して 1年以
内に国、岩手県又は陸前高田市からの受注業務に関し、指名停止の措置を受けていないこと。

エ 法人又は法人を核にした共同企業体の構成企業が銀行取引停止となっていないこと。

オ 法人又は法人を核にした共同企業体の構成企業は、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者若しくは再生手続き開始の申立てをされて

いる者（同法第３３条第１項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）又は会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは

ア 公告 令和８年２月１３日（金）

イ 質問受付期限 令和８年２月２０日（金）午後５時

ウ 質問回答公表 令和８年２月２７日（金）

エ 参加表明書の提出期限 令和８年３月６日（金）午後５時

オ 審査資料の提出期限 令和８年３月１６日（月）正午

カ 第１次審査結果通知 令和８年３月１９日（木）

キ 第２次審査 令和８年３月２３日（月）

ク 審査結果公表 令和８年３月２７日（金）

mailto:brand@city.rikuzentakata.iwate.jp
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更生手続き開始の申立てがされている者（同法第４１条第１項に規定する更生手続き開始の決

定を受けた者を除く。）でないこと。

カ 法人又は法人を核にした共同企業体の構成企業の代表者、役員（執行役員を含む。）又は支店若

しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定

する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

キ 共同企業体の構成企業が、単独又は他の共同企業体の構成企業として、本業務に参加していな

いこと。

ク 基本仕様書について業務遂行能力を有する者であること。

５ 交付する図書の閲覧及び入手方法

⑴ 交付する図書

ア 実施要領

イ 様式第１号：質問書

ウ 様式第２号：参加表明書

エ 様式第３号：委任状

オ 基本仕様書

カ 審査要領

⑵ 閲覧場所及び図書の入手方法

陸前高田市公式ホームページ「https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp」からダウンロードする
こと。郵便等による送付は行わない。

６ 質問回答について

質問がある者は、下記のとおり質問書を提出すること。

⑴ 質問書の提出

ア 提出期限

令和８年２月２０日（金）午後５時まで

イ 提出先

下記オンラインフォームから提出すること。

https://logoform.jp/form/Wb7W/1440786
ウ 提出資料

エ 提出方法

質問書データ（PDF形式）を、「イ 提出先」のフォームに添付して提出すること。その際、

ファイル名は「質問書_〇〇」（〇〇には事業所名）とすること。郵送、ファックス、電話、口頭

資料 形式

① 質問書

※ 質問事項は簡潔に記入すること。記入欄が足りない場合は、記

入欄又は用紙を追加して作成すること。

様式第１号

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp
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等での質問は受け付けない。

⑵ 回答方法

ア 回答日

令和８年２月２７日（金）（予定）

イ 回答方法

陸前高田市公式ホームページ上に掲載する。

７ 参加表明について

下記資料の提出をもって、参加表明とする。

⑴ 資料の提出

ア 提出期限

令和８年３月６日（金） 午後５時

イ 提出先

下記オンラインフォームから提出すること。

https://logoform.jp/form/Wb7W/1440951
ウ 提出資料

エ 提出方法

参加表明書データ（PDF形式）を、「イ 提出先」のフォームに添付して提出すること。その

際、ファイル名は「参加表明_〇〇」（〇〇には事業所名）とすること。
⑵ 通知

参加表明を受け付けた者には、提案者番号を、電子メールにて送付する。

⑶ 辞退

参加表明書の提出後に、本公募への参加を辞退する場合には、令和８年３月１６日（月）正午ま

でに辞退の連絡を電子メールにて送付すること。

８ 審査資料提出について

⑴ 資料の提出

ア 提出期限

令和８年３月１６日（月）正午

イ 提出先

参加表明後、提案者番号の通知時にお知らせします。

ウ 提出資料

下記①、②、③について作成すること。なお、提案資料には、提案者を特定することが出来る

内容の記述を記載してはならない。仮に記載されていた場合には、審査の対象外とする可能性が

ある。

資料 形式

① 参加表明書 様式第２号

② 委任状 ※共同企業体で応募する場合のみ 様式第３号
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エ 提出方法

資料①、②、③の３つの PDFファイルを、電子メールに添付して提出すること。その際、メ
ールの件名は「脱炭素先行地域事業マネジメント支援事業者選定 審査資料提出」とすること。

⑵ 業務提案資料の作成方法

ア 記載事項

本実施要領及び基本仕様書の内容を踏まえ、下記(ｱ)～(ｴ)について記載すること。
(ｱ) 業務の実施方針について

本市の現状及び脱炭素先行地域計画並びに基本仕様書で定めた業務内容を踏まえ、確実かつ

効果的に業務を遂行するための提案を行うこと。

(ｲ) 業務実施体制

ａ 実施体制について

会社概要や業務実施体制を記載すること。その際、想定される役割分担及び配置人数を記

載すること。

ｂ 実施能力について

当市の計画における関連事業に関する幅広い知見及び情報収集能力の有無について、経験

等を踏まえ記載すること。

ｃ 業務実績

本業務に類似する業務を受託した実績の有無について記載すること。特にも、第三者的立

場で事業推進（進捗管理、総合調整等）を行った実績について、経験を踏まえて記載するこ

と。

(ｳ) 業務の具体的な実施手順とその考え方について

業務の実施手順やその考え方について記載すること。

(ｴ) アピールポイント

業務内容に有益なアピールポイントを記載すること。

イ 留意事項

(ｱ) 業務提案資料の作成にあたっては、市HPにて公開している「脱炭素と資源循環で実現する
農林水産業振興～復興の先の創造的産業振興モデル～」を参照し、脱炭素先行地域における事

業内容を把握したうえで行うこと。

（https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/material/files/group/92/keikakuteiansyo.pdf）

(ｲ) 文字は読みやすい大きさとすること。

(ｳ) 印刷範囲を考慮し、用紙の余白を５ミリ以上とること。

資料 形式

① 業務提案資料

・ 一つの PDFファイルとし、ファイル名は「業務提案資料_○○」（○
○には提案者番号を半角で記載）とすること。

A４タテ
２５頁以内

自由形式

② 参考見積書

③ 財務諸表（最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフ

ロー計算書）
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(ｴ) 提案資料全ての右上隅に、返信された参加表明受領書に記載されている提案者番号を記載す

ること。番号のフォントは１２ポイントとすること。

⑶ 参考見積書の作成方法

ア 記載事項

本業務で想定される業務料について、項目ごとに記載すること。

イ 留意事項

(ｱ) 文字は読みやすい大きさとすること。

(ｲ) 印刷範囲を考慮し、用紙の余白を５ミリ以上とること。

(ｳ) 提案資料全ての右上隅に、返信された参加表明受領書に記載されている提案者番号を記載す

ること。番号のフォントは１２ポイントとすること。

９ 審査について

⑴ 審査方法

ア 提出された資料、プレゼンテーションを踏まえて審査要領による評価を行い、選定委員会で審

査を行う。

イ 審査は非公開で行う。

ウ 審査の経緯及び結果についての異議申立ては受け付けないものとする。

⑵ 第１次審査（書類審査）

ア 審査方法

プロポーザル提案書等の受付期限時点で参加表明した者が４者以上の場合は、審査要領に記載

の評価項目を事務局が審査し、評価点数の上位３者を第２次審査を行う者として選考する。３者

以内の場合は書類審査を行わず、その旨を別途通知する。

なお、ここで実施する書類審査は、あくまで第２次審査への参加者を選定するために事務局が

実施するものであり、その結果は第２次審査の評価には反映されない。

イ 審査結果の通知

審査結果は、令和８年３月１９日（木）までに、書面により通知するものとする。

⑶ 第２次審査（プレゼンテーション）

ア 開催日時・場所

(ｱ) 日時：令和８年３月２３日（月）午後２時００分（予定）（１者３５分程度）

(ｲ) 場所：陸前高田市役所３階 政策会議室

※詳細は、第２次審査参加者に別途連絡する。

イ 留意事項

(ｱ) 提案者の説明は、提出した審査資料に基づき口頭で選定委員へ行うこと。

(ｲ) 追加資料の配布及び提示は認めない。

(ｳ) 提出した資料に基づき、内容について説明を行うこと。

(ｴ) プレゼンテーションは非公開で行うが、記録のため、録音、写真の撮影等を行う場合がある。

⑷ 審査結果の公表及び通知

ア 審査結果は、令和８年３月２７日（金）にＨＰで公表する予定としている。

イ 審査結果に対する異議申立ては一切受け付けない。
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10 その他

⑴ 本プロポーザルに係る説明会は実施しない。

⑵ 本プロポーザルに係る費用は、応募者の負担とする。

⑶ 提出期限日以降における書類の差し替え又は再提出は認めない。

⑷ 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

⑸ プロポーザルに係る失格要件

プロポーザルにおいて次のいずれかに該当する場合は、失格となることがある。

ア 参加表明書または業務提案書（以下、「提出書類」という。）が、提出方法、提出先及び提出期

間に適合しない場合

イ 提出書類が、各作成要領に定められた様式及び記載上の留意事項に適合しない場合

ウ 提出書類に、記載すべき事項の全部または一部が記載されていない場合

エ 提出書類に、記載すべき事項以外の内容が記載されている場合

オ 提出書類に、許容された表現方法以外の表現方法が用いられている場合

カ 提出書類に、虚偽の記載又は選定に影響を与えるような不備があったと認められる場合

キ 委員会または事務局関係者に直接、間接を問わずプロポーザルに関して不正な接触又は要求を

した場合（本要領に定める手続きは除く。）

ク 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合

ケ 本市の審査の結果、参加資格がないと認められる場合

コ 参加資格要件を満たさなくなった場合

サ 本プロポーザルの参加に関し、不誠実な行為があったと認められる場合

シ その他、本要領に違反すると認められた場合

⑹ 提出書類の取り扱い

ア 提出書類は、審査の目的以外で、無断で使用しない。ただし、プロポーザルに関する記録とし

て使用できるものとする。

イ 提出されたプロポーザル等の著作権は、応募者に帰属するものとする。ただし、契約の締結者

の提出書類は、陸前高田市が必要とする範囲内において、無償で使用できることとする。

ウ 提出書類は、必要な範囲内において複製することができるものとし、提案者の同意を得て、陸

前高田市公式ホームページ等で公表することがある。

エ 提出書類は、返却しないものとする。

オ 提出書類は、陸前高田市情報公開条例（平成１６年陸前高田市条例第１０号）の規定に基づき、

第三者に開示する場合がある。

⑺ 参加表明者は、審査資料の提出をもって本説明書の記載内容を承諾したものとみなす。


